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国土交通省不動産・建設経済局建設振興課  

 

 

健康保険証の廃止に伴う現場作業員の健康保険の加入証明書類について 

 

 

平素より、国土交通行政にご理解とご協力を賜り、深く感謝申し上げます。 

建設業における社会保険加入対策については、行政機関や元請・下請建設業者団体、発注者

団体等を構成員とする建設キャリアアップシステム処遇改善推進協議会（平成 24 年 5 月設

置・令和 3 年 12 月改組）等において、関係者一体となって、取組を進めているところです。 

そのうち、建設工事現場での社会保険加入対策については、「社会保険の加入に関する下請

指導ガイドライン」（平成 24年 7月通知・令和 4年 4月改定、以下「ガイドライン」という。）

において、元請企業・下請企業において、現場入場する作業員の保険加入状況を確認し、適切

な保険に加入していることを確認できない場合には、元請企業は特段の理由がない限り現場入場

を認めないとの取扱いを徹底すべきであることとされています。 

この際、確認にあたっては、建設キャリアアップシステム（以下「CCUS」という。）の登録

情報を活用した確認を原則としておりますが、CCUS を使用しない場合には、健康保険証の

コピー等（保険加入状況の確認に必要な事項以外を黒塗りしたもの）を提示させる（電子デ

ータによる確認も含む）など、真正性の確保に向けた措置を講ずることとしております。 

今般、現行の健康保険証の発行が本年 12月 2日に終了し、マイナ保険証を基本とする仕組

みに移行することを踏まえ、本年 12月 2日以降、作業員の健康保険への加入状況の確認方法

について、ガイドラインに沿った真正性の確保に向けた措置を講じた確認方法を下記の通り

整理いたしましたので、引き続き、建設業における社会保険等への加入徹底に向けた取組が

着実に行われるようお願い申し上げます。 

 なお、管内市区町村への周知方よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

【原則】 

 ガイドラインでは、「各作業員の保険加入状況の確認を行う際には、登録時に社会保険の加入証

明書類等の確認を行うなど情報の真正性が厳正に担保されている建設キャリアアップシステムの

登録情報を活用し、同システムの閲覧画面等において作業員名簿を確認して保険加入状況の確認

を行うことを原則とする。なお、この場合は証明書類の添付は不要である。」としている。引き続

き、原則として CCUSの登録情報を活用して確認すること。 

 



 

【CCUSに加入していない作業員の場合】 

ガイドラインでは、「建設キャリアアップシステムを使用せず、社会保険の加入確認を行う

場合、元請企業は下請企業に対し、健康保険証のコピー、標準報酬決定通知書等関係資料の

コピーや雇用保険被保険者証のコピー等（保険加入状況の確認に必要な事項以外を黒塗りし

たもの）を提示させる（電子データ による確認も含む）など、真正性の確保に向けた措置を

講ずること。」としている。この「真正性の確保に向けた措置」について、CCUSに加入して

いない作業員の場合は、それぞれ以下に示す方法で対応すること。 

 

① CCUSに加入しておらず、マイナ保険証を所持している作業員の場合 

 保険者（国民健康保険組合、健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合等）より発行され

る「資格情報のお知らせ」のコピー又はマイナポータルに表示される被保険者資格情報の

PDFファイルの電子データや印刷物（保険加入状況の確認に必要な事項以外を黒塗りしたも

の）により確認することで対応すること。 

 

② CCUSに加入しておらず、マイナ保険証も所持していない作業員の場合  

保険者（国民健康保険組合、健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合等）より発行され

る「資格確認書」のコピー（保険加入状況の確認に必要な事項以外を黒塗りしたもの）によ

り確認することで対応すること。なお、令和 6年 12月 1日時点で有効な健康保険証のコピー

については、その有効期限まで（最長、令和 7年 12月 1日まで）、従来通り作業員の健康保

険の加入状況の確認を行うことができることを申し添える。 

 

 

以上 

  



 

（都道府県） 

北海道 建設部長   

青森県 県土整備部長   

岩手県 出納局長   

宮城県 出納局長   

秋田県 建設部長   

山形県 県土整備部長   

福島県 総務部長   

茨城県 土木部長   

栃木県 県土整備部長   

群馬県 県土整備部長   

埼玉県 総務部長   

千葉県 県土整備部長   

東京都 財務局 経理部長  

神奈川県 県土整備局長     

新潟県 土木部長   

富山県 土木部長   

石川県 土木部長   

福井県 土木部長   

山梨県 県土整備部長   

長野県 建設部長   

岐阜県 県土整備部長   

静岡県 交通基盤部長   

愛知県 土木部長   

三重県 県土整備部長   

滋賀県 土木交通部長   

京都府 建設交通部長   

大阪府 総務部長   

兵庫県 土木部長   

奈良県 県土マネジメント部長   

和歌山県 県土整備部長   

鳥取県 県土整備部長   

島根県 土木部長   

岡山県 土木部長   

広島県 土木建築局長   

山口県 土木建築部長   

徳島県 県土整備部長   

香川県 土木部長   



 

愛媛県 総務部長   

高知県 土木部長   

福岡県 総務部長   

佐賀県 県土整備部長   

長崎県 土木部長   

熊本県 土木部長   

大分県 土木建築部長   

宮崎県 県土整備部長   

鹿児島県 土木部長   

沖縄県 土木建築部長  


